
　平素は奈良市の教育・保育行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

　この度、右京保育園の民間移管に向けて、右京保育園保護者会、移管先法人の社会福祉法人

希望の会、奈良市において、第2回目となる三者協議会を令和元年８月６日に開催させていただ

きましたので、報告いたします。

　今後も民間移管に向けて三者協議会を開催し、その都度保護者の皆様には開催報告の配布に

より情報提供させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○ 三者協議会とは・・・。

民間移管に向けて、実費徴収金額等の移管後の園運営に関する諸事項について、在園児保

護者代表、移管先法人、奈良市の三者から構成される三者協議会を設置し、協議を行い、
合意形成を図っていく取組となります。また、移管後については、三者での協議が必要な
事項が発生した場合に三者の内いずれかの申出があれば開催できることとしています。

　第２回目となる右京保育園三者協議会の開催内容について以下のとおり概要をとりまとめさ

せていただきました。今後も、今回の協議内容や新たに協議が必要となる事項があれば、ご意

見をいただきながら、三者での決定事項とするため、協議を重ねていくことになります。

1 第1回三者協議会での協議内容について

2 令和2年4月以降の利用手続きについて

3 1号認定利用申込（幼稚園利用）の開始について

4 右京地域への取組の周知について

5 その他

1 第1回三者協議会での協議内容について

① 第1回三者協議会に対する意見等について

・ 市より、第1回三者協議会の開催内容について、実費徴収等に関する希望の会の案を説明いただき、

概要を配布しましたが、それに対して保護者からの意見や質問が出ていないか確認しました。

今後この内容について保護者からご意見いただいた上、決定事項については園児募集の入園説明に

加えていくことを説明しました。

1 三者協議会について

2 第２回　右京保育園三者協議会の開催内容について

令和元年9月11日
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当日の議事内容の概要
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・ 保護者会より、地域の方からもその辺りの情報がどうなっているかとの質問も出ているため、確実に

実施すること、話し合いの上で互いが納得して進めること、保護者に投げかけて決定することの3点

に整理して提示してほしい。決定事項に関しては意見も出やすく、意見を見て検討することができる。

また、来年ですべてが構築できるわけではないため、たたき台として実施し、支障がある場合は変更

することも可能という形で考えてほしいとの意見がありました。

② 保護者会の意見を受けて希望の会の考え方について

①の保護者会の意見を受け、希望の会より、決定事項としてお願いしたいことについて、以下の

とおり提示がありました。

→各費用等の詳細は第1回の三者協議会開催報告にてご確認ください。

・ 教材費の実費徴収について

教材費について、オムツの処理を園で行いたいが、ごみ処理費の改定により、こだま保育園では今ま

での倍近く費用が掛かるようになったため、経費が超過した場合はこの費用の中で賄える。

また、3～5歳児は土づくりなどの費用を別途徴収しているが、それらも含めて教材費を500円とし、

すべての子どもに対してその中でやっていきたい。

・ 給食費の実費徴収について

給食費については、無償化により主食・副食費ともに実費徴取となるが、こだま保育園では現在給食

に関する経費は約9,000円であり、大きな行事の場合は約9,000円～約12,000円である。ただし、

国が7,500円を基本として示しているため、現在給食費は7,500円（主食2,000円、副食5,500円）

で考えている。なお、アレルギー食の提供に関する追加の費用徴収はない。

・ その他施設整備、開園・閉園時間、行事、保護者会について

施設関係について、防犯カメラ・遊具については前回説明した内容でやっていきたい。

開園・閉園時間について、特に私立園の警報時の対応は、より危機管理をしてくこととなるため、

前回の説明内容でお願いしたい。

行事について、園や保護者会との相談によって流動的に検討していきたい。

保護者会については、保護者の意向に沿うようにしていこうと考えているが、保護者会役員より

意見があった金銭を扱うなどの負担の大きい部分に関して園が協力できるところは協力していく

方向で検討していきたい。

③ 民間移管に係る保育環境について

・ 保護者会より、民間移管により保育環境を変更していく場合に、カラーボックスひとつにしても、

先生方が手作りで飾ってることに暖かみがあるという意見がある一方で、怪我をしたら危ないという

意見もある。保護者の中には、新しい環境・先生方、全てが変わり、最終的に右京保育園の色がなく

第1回三者協議会開催報告の概要を含

む、右京保育園の民間移管の取組につ

いての情報はこちらをご参照ください。
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なるのではという漠然とした不安をもっている方がいる。そのような不安から安心感に変わるような

ものを、引継ぎの中で保護者に与えていく方法を考えてほしい。私立となっても、子ども達にとって

良い保育園であり、一生懸命保育してもらえていると思ってもらえるようになることが一番である。

子どもを中心にという考え方は揺れ動くことなくやってほしいとの意見がありました。

・ 希望の会より、保育環境等を一気に変えるという考えではなく共同保育の中で右京保育園の先生方と

一緒により良い保育に変えていきたいという考え方である。

右京保育園の先生方の保育感とも差はあると思うため、共同保育の中でその差を縮め、お互いの保育

感をより良いものに変えていきたい。右京保育園の先生方の考え方を学び、目の前の子どもが何を求

めているかを突き詰めることでよりよい環境が見えてくる。また、子どもを中心に大事にすることが

親も大事にすることになると考えている。

右京保育園の子どもを中心においた保育が、似通っていると感じたため移管先法人として手を挙げた。

子ども達への思いが一緒であれば、手法は違っても目指すところは一緒であると説明がありました。

・ 右京保育園より、共同保育の中で引継いでほしい事項などはしっかりと伝え、子どもにとって何が

一番良いのかを互いに話し合いながら進めていきたいとの意見がありました。

④ 今後の進め方について

・ 保護者会より、希望の会の実費徴収等の考え方を資料作成し、ご意見箱を設けてはどうか。

また、記名提出とすることで、個別に納得・理解いただけるようにしていくのはどうか。との提案が

ありました。

・ 市・希望の会より、園児募集に向けて早急に検討していきたいと回答しました。

2 令和２年４月以降の利用手続きについて

・ 市より、例年11月頃に園の継続利用の確認手続きを実施しているが、今回の民間移管に伴い、民間移

管後（4月以降）の利用確認の手続きを予定しており、利用確認の書類と併せて、共同保育に向けて、

園が所有している個人情報記載の書類を移管先の希望の会へ引き継ぐことの同意書を提出いただくこ

とで検討している。また、保育料等を希望の会が徴収することになるため、改めて口座振替手続きを

お願いすることになると説明しました。

・ 希望の会より、保護者には所定の様式に必要事項と届出印を捺印いただき、法人に提出することで、

負担とならないよう、銀行等への手続きは法人が行うことで検討していると説明がありました。

3 1号認定利用（幼稚園利用）申込の手続きについて

・ 希望の会より、1号認定利用（幼稚園利用）の4月入園の申込について、願書配布の期間を11月初旬

から10日間程度設け、願書受付の期間を11月中旬から下旬に行いたいと考えている。入園の決定に

ついて、こだま保育園では1月に決定しており右京保育園でも同様に考えているが、今年に限りまず

年内に決定し、定員を満たしていなければ、年明けから追加募集という方法も検討しているとの説明

がありました。

・ 右京保育園より、地域の方からも右京保育園に問い合わせがあり、10月のウキウキランド（未就園児
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の子育て支援）での見学を案内しているが、その際に希望の会から詳しい説明を実施するのがいいの

ではないかとの提案がありました。

・ 希望の会より、その際に詳細を記載した資料を渡せるよう諸事項を調整していきたいとのことでした。

4 右京地域への取組の周知について

・ 市より、地域から要望のある、右京地域の未就園児保護者等への民間移管の取組の周知について、

説明会や回覧板等において周知を検討していきたいと説明しました。

・ 保護者会より、来年度の1号認定利用を検討中の方が、私立の願書受付が始まる9月までに検討する

必要があるが、現在は情報がないため、早めに提供してほしいとの意見がありました。

5 その他

希望の会より、職員確保の状況について以下のとおり説明がありました。

・ 7月中旬に右京保育園の臨時・パート職員の先生方に、当法人の保育内容等について説明を行い、

その後こだま保育園において、興味がある方に対し説明会を開催した。臨時・パート職員含めて十数

名参加いただき、パート職員の方は比較的残っていただけると聞いているが、臨時職員の方はまだ

検討中の状況であり、10月頃までに回答いただきたいと説明している状況である。

法人としても出来る限り残ってほしいが、状況についてはまたお知らせする。

・ 職員確保については、法人からの異動を含め、9月時点で約2/3が確保できる見込みである。残りは

残っていただける先生の数を引いた人数を確保してくことになる。新卒の方も、右京出身の方や経験

者の方など意欲的な方が来てくれている。

次回開催日程について

次回の開催日程は、9月4日の保護者会役員会以降の日程で9月上旬を目途に調整する。

[ 担当課 ]　奈良市　子ども政策課　（市役所中央棟3階）
（担当）　山本　・　北野　・　髙野

[ TEL ] 0742-34-4792 [ FAX ] 0742-34-4798
[ MAIL ] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp
[ 市立幼保施設の再編に関する市のホームページ]

http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1512372039315/index.html

右京保育園の民間移管に関する問い合わせ先
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